
２０２５年度（令和７年度） 

 第１回福山市社会福祉審議会 議事概要 

 

１ 日時等 

日時：２０２５年（令和７年）５月１２日（月）１９：００～２０：００ 

場所：福山市役所本庁舎３階 大会議室（Zoomとの併用） 

 

２ 出席者 

委 員：野口啓示委員長、有木美恵委員、池上文夫委員、石田咲子委員、岡田昭彦委員 

小野裕之委員、小林貞子委員、小林智久委員、小山峰志委員、小山智恵委員、 

坂井洋子委員、佐藤裕幸委員、関知恵子委員、田原美惠子委員、田丸誠委員、 

田和桂子委員、崔銀珠委員、土利川佳保委員、中居寛美委員、根本敏太郎委員、 

能宗正洋委員、長谷川貴一委員、浜本将矢委員、広中恵美子委員、藤井睦弘委員、 

風呂川彰委員、前原一教委員、三木智恵委員、吉田耕平委員、吉久宏一委員 

（Zoom）山崎弘貴副委員長、大石豪彦委員、貝原和子委員、齋藤洋委員、世良一穂委員、 

谷口裕子委員、野島洋樹委員、橋本敬冶委員、藤田博久委員、柳澤尚志委員、 

 

事務局：保健福祉局長、福祉部長、長寿社会応援部長、保健所長、保健部参与、 

ネウボラ推進部長、ネウボラ推進部保育施設担当部長、福祉総務課長、 

福祉総務課地域福祉担当課長、障がい福祉課長、障がい福祉課福祉サービス担当課長、 

生活福祉課長、生活福祉課生活保護第 1担当課長、生活福祉課生活保護第 2担当課長、 

高齢者支援課長、高齢者支援課地域支援担当課長、介護保険課長、 

介護保険課認定・保険料担当課長、保健部総務課長、保健部総務課主幹、 

保健予防課長、生活衛生課長、試験検査課長、健康推進課長、 

こども発達支援センター副所長、こども企画課長、ネウボラ推進課長、 

ネウボラ推進課こども家庭担当課長、保育施設課長、 

保育施設課施設管理・児童クラブ担当課長、保育指導課長、保育指導課主幹、 

松永保健福祉課長、北部保健福祉課長、東部保健福祉課長、神辺保健福祉課長 

（Zoom）なし 

 

３ 欠席者 

  委 員：今井宏委員、大原博委員、蔵本直委員 

  事務局：なし 

 

４ 報告について 

    委員４３人中オンラインでの参加者も含め４０人の出席により定足数を満たしていることから、本

審議会が成立していることを報告した。 

 



５ 報告事項 

(1)２０２４年度（令和６年度）福山市社会福祉審議会の開催状況について 

   事務局から資料１により説明を行った。 

(2)本市の状況について 

   事務局から資料２により説明を行った。 

 

６ 議事 

(1)委員任命式 

   任免書を保健福祉局長から、社会福祉審議会委員を代表して野口啓示委員へ手交した。 

   ⇒質疑応答なし 

 

(2)委員長・副委員長の選任について 

  委員の互選により、野口啓示委員が委員長に就任した。 

  また、野口啓示委員長の指名により、山崎弘貴委員が副委員長に就任した。 

  ⇒質疑応答なし 

 

(3)委員の所属分科会の指名について 

   野口委員長の指名により、各委員の所属専門分科会を決定した。 

民生委員審査専門分科会  ８名 

障がい福祉専門分科会  １４名 

老人福祉専門分科会   １６名 

地域福祉専門分科会   １５名 

児童福祉専門分科会   １８名 

   ⇒質疑応答なし 

 

(4)専門分科会長・専門分科会副会長の選任について 

   専門分科会ごとに、それぞれの会長・副会長を決定した。 

 〇民生委員審査専門分科会 

委員の互選により、大原博委員が会長に就任した。 

   また、大原博会長の指名により、小野裕之委員が副会長に就任した。 

〇障がい福祉専門分科会 

委員の互選により、野島洋樹委員が会長に就任した。 

   また、野島洋樹会長の指名により、小林智久委員が副会長に就任した。 

〇老人福祉専門分科会 

委員の互選により、山崎弘貴委員が会長に就任した。 

   また、山崎弘貴会長の指名により、小野裕之委員が副会長に就任した。 

〇地域福祉専門分科会 

委員の互選により、小野裕之委員が会長に就任した。 



   また、小野裕之会長の指名により、佐藤裕幸委員が副会長に就任した。 

〇児童福祉専門分科会 

委員の互選により、野口啓示委員長が会長に就任した。 

   また、野口啓示会長の指名により、岡田昭彦委員が副会長に就任した。 

  ⇒質疑応答なし 

 

(5)保育所等の認可に伴う諮問について 

  事務局から議案書により説明を行った。この案件については、今後案件が出てきた場合、児童福祉

専門分科会へ付議し、児童福祉専門分科会での決定を審議会の決定とすることと決まった。 

  ⇒質疑応答なし 

 

(6)その他報告事項 

   事務局から今後の各専門分科会の開催予定を報告した。 

   老人福祉専門分科会：６月１０日（火） 

   児童福祉専門分科会：５月２７日（火） 

⇒質疑応答なし 

 

 


